
平成 29 年度 

介護保険特別会計予算 



議案第２２号 

平成２９年度大河原町介護保険特別会計予算 

 平成２９年度大河原町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,296,234千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定による一時借入金の借

入れの最高額は、30,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ

らの経費の各項の間の流用 

  平成２９年３月２日提出 

大河原町長   齋  清 志        
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給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分 職員数 

給  与  費 

共 済 費 

(千円)

合 計 

(千円)

備 考 
報 酬 

(千円)

給 料 

(千円)

期末手当 
(千円)

年間支給率

(月分)

寒 冷 地 
手 当 

(千円)

そ の 他 
手 当 

(千円)

計 

(千円)

本

年

度

長 等
（月）

議 員
（月）

その他の
特 別 職

37 10,390 
（月）

10,390 1,612 12,002

計 37 10,390 
（月）

10,390 1,612 12,002

前

年

度

長 等
（月）

議 員
（月）

その他の
特 別 職

30 8,118 
（月）

8,118 1,280 9,398

計 30 8,118 
（月）

8,118 1,280 9,398

比

較

長 等
（月）

議 員
（月）

その他の
特 別 職

7 2,272 
（月）

2,272 332 2,604

計 7 2,272 
（月）

2,272 332 2,604

2 一般職
（1）総括 （単位：千円）

区 分 職 員 数 
給   与   費 

共 済 費 合 計 備 考 
給 料 職員手当 計 

本 年 度 （       ） 
1 3,033 1,780 4,813 923 5,736 

（       ） 

前 年 度 （       ） 
1 2,957 1,618 4,575 978 5,553 

（       ） 

比 較 （       ） 
０ 76 162 238 △55 183 

（       ） 

（単位：千円）

職 員

手当の

内 訳

区 分
扶 養 
手 当 

住 居
手 当

通 勤 
手 当 

地 域 
手 当 

時間外勤 
務 手 当 

宿 日 直
手 当

管理職 
手 当 

期末勤勉 
手 当 

単身赴任
手 当

特殊勤務
手   当

義務教
育等教
員特別
手  当 

本 年 度 0 312 27 0 360 0 0 1,081 0 0 0

前 年 度 0 312 27 0 240 0 0 1,039 0 0 0

比 較 0 0 0 120 0 0 42 0 0 0
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（2）給料及び職員手当の増減額の明細 

区  分 増減額(千円) 増減事由別内訳 (千円) 説  明 備  考 

給  料 76 普通昇給に伴う増加分 76 平均昇給率 2.2％ 

昇給期別職員数    １人 

その他の増減分 -

職員手当 162 その他の増減分 162 職員の昇給による 

（3）給料及び職員手当の状況 

ア 職員 1 人当たり給与 

区 分 行 政 職 単純労務職 

平成 29 年 1月 1 日現在 

平均給料月額 (円) 251,300 － 

平均給与月額 (円) 295,038 － 

平 均 年 齢 32 歳 7 か月 － 

平成 28 年 1月 1 日現在 

平均給料月額 (円) 243,600 － 

平均給与月額 (円) 277,209 － 

平 均 年 齢 31 歳 7 か月 － 

イ 初任給 

区 分 行 政 職 (円) 単純労務職 (円) 
国 の 制 度 

行 政 職 (円) 単純労務職 (円) 

高 校 卒 初 級 146,100 143,500 146,100 143,500 

短 大 卒 初･中級 158,800 － 158,800 － 

大 学 卒 

初 級 167,600 － 167,600 － 

上 級 178,200 － 178,200 － 
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ウ 級別職員数 

区 分 
行 政 職 単 純 労 務 職 

級 職員数(人) 構成比(％) 級 職員数(人) 構成比(％) 

平成 29 年 1月 1 日 

1 級 
(       ) (       ) 

1 級 
(       ) (       ) 

2 級 
(       ) 

1
(       ) 
100.0

2 級 
(       ) (       ) 

3 級 
(       ) (       ) 

3 級 
(       ) (       ) 

4 級 
(       ) (       ) 

4 級 
(       ) (       ) 

5 級 
(       ) (       ) 

5 級 
(       ) (       ) 

6 級 
(       ) (       ) 

計 
(       ) 

1 
(       ) 
100.0 

計 
(       ) (       ) 

平成 28 年 1月 1 日 

1 級 
(       ) (       ) 

1 級 
(       ) (       ) 

2 級 
(       ) 

1
(       ) 
100.0

2 級 
(       ) (       ) 

3 級 
(       ) (       ) 

3 級 
(       ) (       ) 

4 級 
(       ) (       ) 

4 級 
(       ) (       ) 

5 級 
(       ) (       ) 

5 級 
(       ) (       ) 

6 級 
(       ) (       ) 

(       ) (       ) 

(       ) (       ) 

計 
(       ) 

1
(       ) 
100.0

計 
(       ) (       ) 

（級別の標準的な職務内容） 

区  分 行 政 職 単純労務職 

1 級 
定型的な業務を行う職務 1 運転技術員等の職務 

2 業務員等の職務 

2 級 
知識又は経験を必要とする業務を行う職務 1 経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務 

2 経験を必要とする業務を行う業務員等の職務 

3 級 

係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと
同程度のものとして長が規則で定める職の職務 

1 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員
等の職務 

2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の
職務 

4 級 

課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこ
れと同程度のものとして長が規則で定める職の職務 

1 運転技術員等を直接指揮監督する職務 

2 業務員等を直接指揮監督する職務 

3 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技
術員等の職務 

4 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員
等の職務 

5 級 
課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと
同程度のものとして長が規則で定める職の職務 

6 級 
相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する

課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと
同程度のものとして長が規則で定める職の職務 
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エ 期末手当・勤勉手当 

区 分 
支給期別支給率 

支給率計(月分) 
職制上の段階、職務の
級等による加算措置 

備 考 
6 月(月分) 12 月(月分) 

本 年 度 
2.075 
（ 1.05 ） 

2.225 
（ 1.20 ） 

4.30 
( 2.25 ） 

有  

前 年 度 
2.025 

（ 1.025 ） 
2.175 

（ 1.175 ） 
4.20 

（ 2.20 ） 
有  

国の制度 
2.075 
（ 1.05 ） 

2.225 
（ 1.20 ） 

4.30 
（ 2.25 ） 

有  

(  )内は再任用職員の支給率 

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 

区 分 
20 年勤続の者 

(月分) 

25 年勤続の者 

(月分) 

35 年勤続の者 

(月分) 

最高限度 

(月分) 
その他の加算措置等 

退職特
別昇給 

備 考 

支給率等 25.55652 34.5825 49.59 49.59 制度あり 無  

国の制度 

(支給率等) 
25.55652 34.5825 49.59 49.59 

定年前早期退職特別措置 
(3％～45％加算) 無  

カ その他の手当 

区 分 国 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容 

扶 養 手 当 同じ － 

住 居 手 当 同じ － 

通 勤 手 当 自家用車通勤についてのみ異なる 県に準ずる(距離により細分化している) 
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